債権譲渡契約書サンプル（電子契約用）
（※売掛金債権を譲渡する場合）

第1条（譲渡対象債権の特定）
甲は、その有する下記に特定する債権（以下、「本件債権」という）を、本契約に従い乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

記
	項目
	内容

	債務者（第三債務者）
	〇〇株式会社

	債権の種類
	売掛金債権

	発生原因
	2025年11月1日付商品売買契約に基づく売買代金

	債権額（元本）
	金1,000,000円

	弁済期
	2026年1月31日

	付随する権利
	本件債権に付随する利息、遅延損害金、その他一切の権利も本譲渡の対象とする。



第2条（債権譲渡の合意及び対価）
1. 甲は、前条に定める本件債権を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けることに合意する。
2. 乙は、本件債権の譲渡対価として、甲に対し金900,000円（以下、「譲渡対価」という）を支払う。
3. 乙は、前項の譲渡対価を、本契約締結後5営業日以内に、甲が指定する銀行口座に振込送金する方法により支払う。

第3条（表明及び保証）
甲は、乙に対し、本契約締結日において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
1. 甲が本件債権を適法かつ有効に有しており、その譲渡につき何らの制限もないこと。
2. 本件債権に、相殺、同時履行の抗弁権、解除権その他の債務者が主張できる抗弁事由が存在しないこと。
3. 本件債権に、質権、譲渡担保権、差押え、仮差押えその他の第三者の権利又は負担が存在しないこと。
4. 本件債権の債権額及び弁済期が第1条に記載の通りであることに間違いがないこと。

第4条（対抗要件の具備）
1. 甲は、本契約締結後直ちに、本件債権が乙に譲渡された旨を、確定日付のある証書（内容証明郵便）をもって、債務者に対し通知するものとする。
2. 甲は、前項の通知手続きに関し、乙から合理的な請求があったときは、速やかにこれに協力するものとする。

第5条（費用負担）
1. 本契約書作成に要する費用は、甲乙が折半して負担する。
2. 前条第1項に定める債務者への通知費用及び公証人費用（通知を公正証書で行う場合）は、甲の負担とする。

第6条（契約の解除）
1. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲または乙は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
1. 第3条（表明及び保証）に違反する事実が判明したとき。
2. 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または破産手続き開始等の申立てがあったとき。
3. 本条に基づき本契約が解除された場合、解除者は相手方に対し、被った損害の賠償を請求することができる。

第7条（準拠法及び合意管轄）
1. 本契約の準拠法は、日本法とする。
2. 本契約に関する一切の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
甲と乙は、本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。

0000年00月00日

甲
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社〇〇〇
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　

乙
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社〇〇〇
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　














※注意事項
当契約書は参考雛形となりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。
ご利用の際には必ず専門家とご相談し内容を変更の上ご利用ください。
